
   

 

   

 

前橋プラザ元気２１ テナント募集要項 
  

 中心市街地の活性化及びにぎわいの創出のため、前橋プラザ元気２１の空き店舗に集客

力のあるテナントを募集します。 

 

１ 募集施設の概要 

 (1) 施 設 名 称  前橋プラザ元気２１ 

(2) 所 在 地  前橋市本町二丁目１２番１号 

(3) 構 造  鉄骨鉄筋コンクリート造、地上７階 地下２階 

 (4) 貸 付 場 所  1階 店舗１、倉庫 

 (5) 貸 付 面 積  225.21㎡（うち店舗：190.68㎡、倉庫 34.53㎡） 

 

２ 募集期間 

  令和７年１２月１日（月）から令和７年１２月１２日（金）まで 

   

３ 募集業種 

喫茶を含む軽飲食店、小売業、サービス業を営むもの（風俗関連業種は除く） 

 

４ 入居資格 

(1) 軽飲食店、小売業、サービス業を営む者で、市税を滞納していない者 

(2) 週５日以上営業すること 

(3) 自ら出店し、事業を営む者（転貸は認めない。また、市（賃貸人）は１事業者（賃

借人）と賃貸借契約を締結します） 

 (4) 手形事故等による銀行取引の停止処分中でない者 

  (5) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）第２ 

   条第２号に規定する暴力団及び同条第６号に規定する暴力団員でない者 

 

５ 賃貸借料及び共益費 

  賃貸借期間（５年間）の店舗部分及び倉庫部分の賃貸借料及び共益費は、下記のとお

りとする。 

 (1) 店舗部分 

  ア 賃借料（Ａ）  １１２，２４２円／月 

  イ 共益費（Ｂ）   ４１，２７０円／月   計）１５３，５１２円／月 

 (2) 倉庫部分 

  ア 賃借料（ａ）   ２０，３２５円／月 

  イ 共益費（ｂ）     ４，６０４円／月   計）２４，９２９円／月 

 (3) 店舗及び倉庫 



   

 

   

 

  ア 賃借料（Ａ＋ａ） １３２，５６７円／月 

  イ 共益費（Ｂ＋ｂ）  ４５，８７４円／月   計）１７８，４４１円／月 

 

６ 賃貸借期間 

  改装工事着工日もしくは契約締結日から１か月以内の任意の日のいずれか早い日を始

期として起算して、５年間とします。 

 

７ 営業時間 

  店舗の営業時間は、８時から２１時までの任意の時間とします。 

 

８ 経費等の負担 

 (1) 営業に必要な経費 

ア 店舗で使用する専用の電気、水道、下水道料（使用量に応じて、前橋市が実費

を徴収） 

イ 通信機器設置費及び通信料等（入居者にて直接、供給会社及び通信会社と契約

し、個別に料金を支払う） 

ウ 廃棄物処分費、排水設備の清掃費用 

(2) 店舗内の清掃、警備、損害保険等に係る諸費用 

 (3) 店舗の内装工事費及び修繕料等 

 

９ 注意事項 

 (1) 契約にあたっては、連帯保証人が必要となります。 

 (2) 契約時に敷金（契約時の賃貸借料の３か月分）をお預かりします。 

  (3) 賃貸借料の納入は、当該月分について当月末日を納期限とします。 

  (4) 隣接の前橋市民交流プラザ等駐車場を利用する際は駐車料金がかかります。 

  (5) 前橋プラザ元気２１は景観形成モデル地区に立地しているため、広告物等を設置す

る際に制限があります。 

  (6) 荷捌き所や廃棄物保管所は、指定の場所・時間のみの使用となります。 

  (7) 当該テナントは、ガス設備の利用ができません。 

 (8) トイレは施設内共用となります。 

  (9) 毎月の利用者人数報告など、にぎわい商業課からの調査事項にご協力いただきま

す。 

 

１０ 提出書類 

(1) 店舗入居申込書 

(2) 開業計画書 

(3) 開業計画書月次案 



   

 

   

 

(4) 営業経験等を確認できる書類 

法人の場合 

ア 法人登記簿謄本の写し 

イ 会社及び代表者経歴書 

ウ 営業に係る免許等の写し 

エ その他会社等を紹介するパンフレット類 

個人の場合 

ア 住民票の写し 

イ 経歴書 

ウ 営業に係る免許等の写し 

 (5) 前橋市の市税に未納がないことを証明する書類（完納証明書） 

  (6) 暴力団排除に関する誓約書 

  ※本申し込みにかかる経費は、全て申込者の負担とします。また、提出された書

類については返却しませんので、ご了承ください。 

 

１１ 申込受付 

 (1) 持参の場合 

   募集期間内の月曜日から金曜日(祝日を除く)の９時から１７時までに、にぎわい商

業課に提出してください。 

 (2) 郵送の場合 

   募集期間内必着とします。 

 

１２ 入居者の選定 

募集期間中に提出された書類等による選考を行い、優先交渉者を決定します。 

優先交渉者には文書で通知します。 

 

１３ 契約締結日 

  優先交渉者の通知後１か月以内とします。 

 

１４ その他 

 この要項に定めのない事項は、別途協議の上、決定することとします。 

 

１５ 担当課 

  前橋市 産業経済部 にぎわい商業課 施設管理係 

  住所 前橋市本町二丁目１２番１号 

  電話 ０２７－２１０－２２７３ 



   

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【参考】前橋プラザ元気２１ １階 図面 

貸付場所 
店舗 

倉庫 


